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議   事   日   程（第１号）  

平成２９年１０月 ３日  午後 ３時１５分  開議  

太田市外三町広域清掃組合議会議長 町田 正行  

 

会議に付した事件及び順序  

 

 

 

第 １ 会期の決定  

 

第 ２ 会議録署名議員の指名  

 

第 ３ 議案第 ８号 平成２８年度太田市外三町広域清掃組合一般会計歳入歳

出決算認定について  

 

第 ４ 議案第 ９号 平成２９年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正予

算（第１号）について  
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◎開    会  

 

午後３時１５分開会  

 

○議長（町田正行） これより、平成２９年９月太田市外三町広域清掃組合議会

定例会を開会致します。  

 

◎開    議  

 

○議長（町田正行） これより本日の会議を開きます。  

 

◎日程の報告  

 

○議長（町田正行） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布申し上げたと

おりであります。その順序により会議を進めたいと思いますのでご了承願います。 

 

◎会 期 の 決 定  

 

○議長（町田正行） 始めに日程第１、会期の決定を議題と致します。今、定例

会の会期は、本日１日と致したいと思いますが、これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」）の声）  

○議長（町田正行） ご異議なしと認めます。  

 よって会期は本日１日と決定致しました。  

 

◎会議録署名議員の指名  

 

○議長（町田正行） 次に、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、組合議会会議規則第６１条の規定により、議長において１

１番、青木満議員、１２番、襟川仁志議員を指名致します。  

 

◎議 案 上 程  

 

「議案第９号 平成２８年度太田市外三町広域清掃組合一般会計歳入歳出決算認

定について」  
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○議長（町田正行） 次に日程第３、議案第８号を議題と致します。  

 

◎提案理由の説明  

 

○議長（町田正行） 朗読を省略し、ただちに理事者から提案理由の説明を求め

ます。  

（高柳局長挙手） 

○議長（町田正行） 高柳局長。  

 

○組合局長（高柳篤） 議案第８号 平成２８年度太田市外三町広域清掃組合一

般会計歳入歳出決算認定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  

 議案書の１ページをお開き願います。  

 本決算認定は、地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、平成２８年

度の決算認定をお願いするものでございます。詳細につきましては別冊となって

おります平成２８年度太田市外三町広域清掃組合歳入歳出決算書をご覧いただき

たいと思います。  

 それでは決算書の２ページをお開き願います。一般会計の決算につきましてご

説明申し上げます。歳入決算額は９億２千９４８万３千２７４円、歳出決算額は、

８億８千２２８万４千８９円。歳入歳出差引額は４千７１９万９千１８５円でご

ざいます。なお、基金につきましては地方財政法の規定によりまして３千万円を

繰り入れさせていただき、残りの１千７１９万９千１８５円を翌年度へ繰り越し

とさせていただきました。  

 それでは、歳入歳出の明細につきましてご説明を申し上げます。５ページをお

開き願います。  

 まず歳入でございますが、１款１項１目市町村負担金７億５千１５８万２千円

につきましては、経常費、建設事業費及びごみ焼却施設建設事務費を合計した各

構成市町の分担金でございます。  

 ２款２項１目衛生手数料２千２２３万３９０円につきましては、一般廃棄物処

理手数料でございます。  

 ３款１項１目衛生費国庫補助金１千４８７万４千円につきましては、循環型社

会形成推進交付金でございます。  

 ４款１項１目繰入金４千万円につきましては、財政調整基金からの繰入金でご

ざいます。  

 次に６ページをお開き願います。  

 ５款１項１目繰越金１千３７４万７千５６３円につきましては、平成２７年度
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からの繰越金でございます。  

 ６款１項１目雑入８千７０４万９千３２１円につきましては、資源化物及び再

生品の売払収入等でございます。  

 以上、歳入合計は９億２千９４８万３千２７４円でございます。  

 続きまして歳出についてご説明申し上げます。７ページから１０ページをご覧

いただきたいと思います。  

 １款１項１目議会費１７万２千５３０円につきましては、議員報酬となってお

ります。  

 ２款総務費の１項１目一般管理費９千２２８万９千５８１円につきましては、

主に組合職員の人件費及び事務管理経費でございます。  

 次に１０ページから１２ページをご覧いただきたいと思います。３款衛生費の

１項１目清掃事業費５億６千８５万７千９２６円につきましては、ごみ処理設備

管理費及びリサイクルプラザ運転管理業務委託料をはじめとする各種業務委託料

等でございます。  

 同１項２目ごみ処理施設整備計画支援事業費５千３３万６千６４０円につきま

しては、新炉建設に係る土壌調査業務委託及び環境影響評価等業務委託料等でご

ざいます。同じく１項３目ごみ処理施設整備事業費２千２４７万４千８００円に

つきましては、特別高圧電線路接続検討調査料及び太田市旧第一老人福祉センタ

ー解体工事負担金でございます。  

 次に４款１項１目元金１億５千１７万４千４４４円につきましては、財政融資

資金償還元金でございます。同１項２目利子５９７万８千１６８円は財政融資資

金償還利子でございます。  

 ５款１項１目予備費につきましては、支出はございませんでした。  

 以上、歳出合計は８億８千２２８万４千８９円でございます。  

 次に、１３ページの実質収支に関する調書につきましては、記載のとおりとな

っております。  

 次に、１４ページから１５ページの財産に関する調書でございますが、１番公

有財産・２番物品につきましては、前年と同様となっております。  

 ３番基金につきましては、財政調整基金の決算年度末現在高は５億２千７００

万円となっております。  

 以上で議案第８号についての説明を終わりますが、既に監査委員の審査を終了

してございますので、別添の監査委員の意見書を付してご提案申し上げますので、

宜しくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。  

 

       ◎監査委員からの報告 
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○議長（町田正行） 次に、高橋代表監査委員から報告を求めます。 

（高橋代表監査委員挙手） 

○議長（町田正行） 高橋監査委員。  

 

○監査委員（高橋嘉一郎） 監査委員の高橋でございます。それではご指名によ

りまして、平成２８年度太田市外三町広域清掃組合一般会計歳入歳出決算の審査

結果をご報告申し上げます。  

 去る７月２０日、襟川監査委員と共に、地方自治法第２３３条第２項の規定に

基づきまして、管理者より審査に付された平成２８年度太田市外三町広域清掃組

合一般会計歳入歳出決算の審査に当たりまして、歳入歳出決算書及び付属書類に

ついて関係帳簿と照合し、計数の確認を行うと共に予算の執行状況及び財政運営

につきまして審査を行いました。さらに定期監査並びに出納検査の結果及び資料

等を参考として執行したものでございます。  

 まず最初に審査意見書の２ページをご覧いただきたいと思います。平成２８年

度太田市外三町広域清掃組合一般会計につきまして総括的概要を申し上げたいと

思います。  

 総計決算額は、歳入９億２千９４８万３千２７４円に対し、歳出８億８千２２

８万４千８９円であり、差し引き残額は４千７１９万９千１８５円となっており

ます。  

 次に、３ページでは歳入決算額について記載しておりまして、予算現額９億９

７５万５千円に対し、収入済額は９億２千９４８万３千２７４円でありまして、

予算現額に対する収入率は１０２ .２パーセントでございます。なお、款別決算状

況は表３に記載してありますので、後ほどご覧いただくことに致しまして、説明

は省略させていただきます。  

 次に、４ページの歳出決算額について申し上げたいと思います。予算現額９億

９７５万５千円に対し、支出済額は８億８千２２８万４千８９円でありまして、

執行率は９７ .０パーセントでございます。なお、款別決算状況は表５に記載して

ございます。  

 次に、５ページからの実質収支に関する調書及び財産に関する調書につきまし

ては、その計数は正確であることが認められました。  

 以上、平成２８年度太田市外三町広域清掃組合一般会計の決算審査の結果につ

きまして申し上げましたが、審査の結果、関係諸帳簿の照合による計数は正確で

ありました。予算の執行、経理に当たりましても、地方自治法第２条に規定され

ております地方自治運営の基本原則にのっとって行財政が運営されており、本決
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算は適正なものと認めることができました。  

 これからもリサイクルの推進と資源循環型社会の構築を目指して、施設の維持

管理に当たりましては、経費の節減と合理化に努めるとともに、新焼却炉建設に

ついて計画的な事業執行に努めていただきますように念願致しましてご報告を終

わらせていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。  

 

○議長（町田正行） これより質疑に入ります。  

 只今の説明に対し、ご質疑ありませんか。  

（「なし」）の声）  

○議長（町田正行） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。  

 

◎討 論（終局）  

 

○議長（町田正行） これより討論に入ります。  

 討論ありませんか。  

（「なし」の声あり）  

○議長（町田正行） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。  

 

◎採    決  

 

○議長（町田正行） これより採決致します。  

 本案を原案のとおり、認定することに賛成の方は、挙手願います。  

（挙 手 全 員）  

○議長（町田正行） 挙手全員。よって本案は原案のとおり認定されました。  

 

◎議 案 上 程  

 

「議案第９号 平成２８年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正予算  

（第１号）について」  

 

○議長（町田正行） 次に日程第４、議案第９号を議題と致します。  

 

◎提案理由の説明  
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○議長（町田正行） 朗読を省略し、ただちに理事者から提案理由の説明を求め

ます。  

（高柳局長挙手） 

○議長（町田正行） 高柳局長。  

 

○組合局長（高柳篤） 議案書の２ページをご覧いただきたいと思います。議案

第９号 平成２９年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正予算（第１号）に

つきまして提案理由の説明を申し上げます。  

 別冊となっております平成２９年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正予

算書及び補正予算に関する説明書をご覧いただきたいと思います。  

 １ページをお開き願います。議案第９号第１条につきましては、歳入歳出それ

ぞれ１７億２千６１４万５千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億３

千９１９万６千円とするものでございます。なお、補正予算の主なものと致しま

しては、当初今年度予定しておりました新炉建設に伴う工事と致しまして、売電

用特別高圧電線路引き込み工事等が年度内に完了が見込めないためでございます。 

 それでは事項別明細書によりましてご説明申し上げます。５ページをお開き願

いたいと思います。歳入につきましてご説明申し上げます。  

 １款１項１目１節市町村負担金でございますが、当初今年度予定しておりまし

た工事の完了が見込めないため、ごみ焼却施設建設事業費３億７千６９８万１千

円を減額するものでございます。  

 次に３款１項１目１節ごみ処理施設整備費補助金でございますが、今年度の循

環型社会形成推進交付金の確定によりまして、７千２９６万３千円を減額するも

のでございます。  

 ５款１項１目１節繰越金でございますが、平成２８年度決算額が確定したこと

によりまして１千６１９万９千円を増額するものでございます。  

 ７款１項１目１節一般廃棄物処理事業債でございますが、当初予定の工事の完

了が見込めないため、財政融資資金借入金が不要となりますので、当初予算で計

上しておりました１２億９千２４０万円を減額するものでございます。  

 次に６ページから８ページをご覧いただきたいと思います。歳出につきまして

ご説明申し上げます。  

 １款１項１目１節議員報酬につきましては、組合議員の辞職等に伴います差額

分７千円を増額するものでございます。  

 次に２款１項１目一般管理費につきましては、新炉建設に伴う職員の１名増に

よりまして、２節給料、３節職員手当等、４節共済費を併せました５３４万２千
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円を増額するものでございます。１２節役務費につきましては、新たにＮＴＴ光

回線を引くための通信費と致しまして１３万円を増額するものでございます。１

３節委託料につきましては、地方公会計作成支援業務等の費用と致しまして３４

７万円を増額するものでございます。  

 次に、３款１項１目清掃事業費１８節備品購入費につきましては、可燃残渣運

搬用４トントラックの老朽化によります入替えのため７２５万円を増額するもの

でございます。同じく２目ごみ処理施設整備計画支援事業費１３節委託料につき

ましては、環境アセス事後評価業務委託契約の入札差金１２４万１千円を減額す

るものでございます。１９節負担金、補助及び交付金につきましては、工事現場

詰所設置に伴います下水道受益者負担金と致しまして、７万円を増額するもので

ございます。同じく３目ごみ処理施設整備事業費につきまして、１３節委託料に

つきましては、建設工事施工監理業務委託契約の入札差金４千６０万３千円を減

額するものでございます。１５節工事請負費につきましては、当初計上していた

今年度予定工事の完了が見込めないため１６億９千７３３万円を減額するもので

ございます。  

 ４款１項２目２３節償還金、利子及び割引料につきましては、建設工事に伴う

一時借入金の必要がなくなったことから利子分の３２４万円を減額するものでご

ざいます。  

 以上で議案第９号につきましての説明を終わりますが、宜しくご審議の上、ご

賛同賜りますようお願い申し上げます。  

 

○議長（町田正行） これより質疑に入ります。  

 只今の説明に対し、ご質疑ありませんか。  

（「なし」）の声）  

○議長（町田正行） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。  

 

◎討 論（終局）  

 

○議長（町田正行） これより討論に入ります。  

 討論ありませんか。  

（「なし」の声あり）  

○議長（町田正行） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。  
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◎採    決  

 

○議長（町田正行） これより採決致します。  

 本案を原案のとおり、可決することに賛成の方は、挙手願います。  

（挙 手 全 員）  

○議長（町田正行） 挙手全員。よって本案は原案のとおり可決されました。  

 

◎閉    会  

 

○議長（町田正行） 以上をもちまして、今、定例会の議事全てを終了致しまし

たので、これをもって閉会と致します。大変ありがとうございました。  

 

午後３時３０分閉会
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